
最
近
、
海
匝
地
域
内
で
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

遊
休
地
で
荒
れ
た
土
地
は
特
に
不

法
投
棄
さ
れ
や
す
い
土
地
で
す
。
普

段
か
ら
車
両
が
乗
り
入
れ
で
き
な
い

よ
う
に
封
鎖
す
る
な
ど
管
理
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
悪
徳
業
者
が
無
許
可
で
建

設
残
土
を
持
ち
込
む
事
件
も
起
き
て

い
ま
す
。
早
朝
や
深
夜
に
不
審
な
車

両
が
出
入
り
し
た
り
、
工
事
現
場
で

な
い
場
所
で
重
機
が
動
い
て
い
る
の

を
見
か
け
た
ら
通
報
を
し
て
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
ま
た
は
通
報
先

北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
海
匝
事
務
所
地

域
環
境
室
!
６４
・
２
８
２
５
、
市
環

境
生
活
課
環
境
班
!
７３
・
０
０
８
８

夜
間
・
休
日
の
緊
急
通
報
先

産
廃
ダ
イ
ヤ
ル

!
０
４
３
・
２
２
３
・
３
８
０
１

メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
を
は
じ
め
と

す
る
野
鳥
を
捕
獲
・
飼
育
す
る
こ
と

は
「
鳥
獣
保
護
法
」
に
よ
り
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

狩
猟
や
特
別
な
許
可
を
受
け
た
場

合
を
除
き
捕
獲
・
飼
育
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

鳥
獣
保
護
法
に
違
反
し
て
捕
獲
・

輸
入
し
た
鳥
を
飼
育
・
販
売
す
る
こ

と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

違
法
捕
獲
や
違
法
飼
育
等
を
見
聞

き
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
最
寄
り

の
県
民
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
自
然
保
護

課
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

問
県
庁
自
然
保
護
課
!
０
４
３
・
２

２
３
・
２
９
７
２
、
北
総
県
民
セ
ン

タ
ー
!
６４
・
２
８
２
５

野鳥は
捕まえたり飼ったり
できません

悪
い
人
が
狙
っ
て
い
る

廃
棄
物
不
法
投
棄
に
注
意

もっと知りたい
介護保険Ｑ＆Ａ

Ｑ：１０月から介護保険料の特別徴収の内容が
一部変更されたと聞いたのですが、どのよう
に変わったのでしょうか。
Ａ：介護保険料は、６５歳以上の人みなさんに
かかるものですが、納め方には年金から天引
きされる特別徴収と納付書で納めていただく
普通徴収の２通りの方法があります。
特別徴収の方は、年金からあらかじめ介護
保険料が差し引かれますが、介護保険制度の
改正により、１０月からは障害年金や遺族年金
からも介護保険料が天引きできるようになり
ました。
また、普通徴収から特別徴収への切り替え
の回数が年１回から年６回になり、年金から
天引きできるようになる時期が半年程度早く
なります。
Ｑ：１０月で６５歳になりましたが、介護保険料
はどのようにして納めるのでしょうか。
Ａ：介護保険料は、６５歳に到達した月（６５歳
の誕生日の前日が属する月）の分から納める
ようになります。例えば、１０月１日生まれの
人は９月分から、１０月２日生まれの人は１０月
分から納めます。
６５歳の誕生日を迎えた人や他市町村から転
入された人は、はじめのうちは年金から介護
保険料が差し引かれませんので、年金から保
険料が差し引かれるようになるまでは納付書
で納めていただくようになります。
６５歳の誕生日を迎えた人は、誕生日の翌月
（６５歳の誕生日の前日が属する月の翌月）に
介護保険証と一緒に納付書が送られてきます
ので、お近くの金融機関で納期限までに納め
てください。
なお、口座振替をご希望される人は、納付
書と預金通帳、通帳の届出印を持って、口座
のある金融機関でお申し込みください。
※災害や著しい所得の減少などの特別な事情
などにより保険料が納められない場合は、高
齢者支援課にご相談ください。

問高齢者支援課!７３ー００３３

１１
月
は
動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対

策
強
化
月
間
で
す
。
次
の
こ
と
に
注

意
し
て
、
動
物
を
適
正
に
飼
い
ま
し

ょ
う
。

○
犬
は
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を

必
ず
行
っ
て
、
鑑
札
と
注
射
済
票
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

○
ネ
コ
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

屋
外
で
飼
う
と
近
隣
に
迷
惑
を
か
け

た
り
、
交
通
事
故
や
病
気
に
か
か
る

危
険
が
あ
り
ま
す
。

○
サ
ル
・
ヘ
ビ
・
ワ
ニ
な
ど
の
危
険
性

が
あ
る
特
定
動
物
を
飼
う
場
合
は
、

保
健
所
長
の
許
可
が
必
要
で
す
。
動

物
が
逃
げ
だ
さ
な

い
よ
う
に
管
理
し

て
、
逃
げ
た
場
合

は
す
ぐ
に
保
健
所

・
警
察
へ
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

○
動
物
を
飼
え
な

く
な
っ
た
場
合
、

新
し
い
飼
い
主
を

探
し
て
く
だ
さ

い
。
動
物
を
野
に

放
す
と
、
人
へ
の
危
害
や
自
然
に
影

響
を
与
え
て
大
き
な
問
題
と
な
り
ま

す
。

問
海
匝
保
健
所
八
日
市
場
地
域
保
健

セ
ン
タ
ー
!
７２
・
１
２
８
１
、
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
!
０
４
７
６
・
９３
・

５
７
１
１

動動物物にによよるる
危危害害防防止止対対策策
強強化化月月間間

祝日の可燃ごみ
収集について

１１月３日（金）は祝日ですが、可燃ごみの
収集を火・金曜日に行っているゴミステーシ
ョンは収集を行います。なお、この日は環境
衛生組合処分場への直接搬入はできません。
問匝瑳市ほか二町環境衛生組合

!７２ー３０３６
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匝瑳市

飯高豊和鳥獣保護区

銃猟禁止区域
鳥獣保護区

①
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
内
容

飯
高
地
区
飯
高
壇
林
の
郷
土
環
境

保
全
地
域
お
よ
び
妙
福
寺
・
飯
高
神

社
の
森
郷
土
環
境
保
全
地
域
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
飯
高
鳥
獣
保
護
区

（
７２
!
）と
豊
和
銃
猟
禁
止
区
域（
２９４

!
）を
統
合
し
、飯
高
豊
和
鳥
獣
保
護

区（
３６６
!
の
森
林
鳥
獣
生
息
地
）と
名

称
を
改
め
た
上
で
鳥
獣
保
護
区
域
が

拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

②
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

左
地
図
の
と
お
り

③
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

１１
月
１
日
〜
平
成
２８
年
１０
月
３１
日

④
生
息
す
る
鳥
獣
類

鳥
類
三
十
科
６６
種
、
獣
類
四
科
４
種

⑤
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
（
駆
除
）
に
つ

い
て

鳥
獣
保
護
区
内
で
は
、
多
様
な
鳥

獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
た
め
に
、

原
則
と
し
て
狩
猟
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
物

へ
の
被
害
等
が
著
し
く
大
き
い
場
合

に
は
、被
害
状
況
を
調
査
し
、県
知
事

の
許
可
を
得
た
上
で
、
有
害
鳥
獣
駆

除
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

問
北
総
県
民
セ
ン
タ
ー
海
匝
事
務
所

地
域
環
境
室
!
６４
・
２
８
２
５
、
産

業
振
興
課
農
政
班
!
７３
・
０
０
８
９

飯
高
豊
和
鳥
獣
保
護
区

指
定
の
お
知
ら
せ

１１
月
１５
日
か
ら
来
年
の

２
月
１５
日
ま
で
狩
猟
が
解

禁
さ
れ
ま
す
。

鳥
獣
保
護
区
な
ど
の
規

制
区
域
、
人
家
の
あ
る
場

所
、
公
道
、
公
園
な
ど
を

除
く
山
野
、
海
岸
な
ど
で

狩
猟
が
行
わ
れ
ま
す
の
で

狩
猟
場
所
の
周
辺
で
は
、

次
の
点
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
山
歩
き
や
遠
足
に
出
か
け
る
と
き

は
、
目
的
地
お
よ
び
そ
の
行
程
に
狩

猟
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
が
含
ま
れ

て
い
る
か
ど
う
か
の
事
前
確
認
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
山
道
を
歩
い
た
り
、
山
林
・
田
畑

で
作
業
を
行
う
場
合
は
な
る
べ
く
目

立
つ
服
装
を
す
る
よ
う
心
が
け
、
ラ

ジ
オ
を
流
す
な
ど
し
て
自
分
の
存
在

を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ
う
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
山
道
を
歩
く
場
合

は
単
独
行
動
を
避
け
、
登
山
歩
道
か

ら
外
れ
た
り
、
や
ぶ
に
入
っ
た
り
し

な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
狩
猟
に
伴
う
、
危
険
と
思
わ
れ
る

行
為
や
事
故
を
見
聞
き
し
た
と
き

は
、
県
庁
自
然
保
護
課
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

狩
猟
期
間
中
は
ご
迷
惑
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
狩
猟
を
さ
れ
る
方
は

マ
ナ
ー
を
守
り
、
事
故
が
な
い
よ
う

安
全
な
狩
猟
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
県
庁
自
然
保
護
課
!
０
４
３
・
２

２
３
・
２
９
７
２
、
海
匝
事
務
所
地

域
環
境
室
!
６４
・
２
８
２
５

ご注意ください！
狩猟期間中です

広
報
９
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た
ジ

ョ
ブ
カ
フ
ェ
ち
ば
出
張
版
の
１１
月
１５

日
分
の
参
加
予
約
を
１
日
か
ら
受
け

付
け
ま
す
。

就
職
に
つ
い
て
悩
み
を
も
つ
３４
歳

ま
で
の
若
者
が
対
象
で
す
。
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
…
１１
月
１５
日
（
水
）

◆
会
場
…
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

◆
求
人
案
内
セ
ミ
ナ
ー

定
員
…
２０
人

時
間
…
１０
時
〜
１２
時

内
容
…
求
人
票
の
見
方
や
求
人
案
内

を
行
い
ま
す
。

◆
個
別
相
談
会

（
各
回
４０
分
、
定
員
２
人
ず
つ
）
①

１３
時
〜
②
１３
時
５０
分
〜
③
１４
時
４０
分

〜
④
１５
時
３０
分
〜

内
容
…
適
職
診

断
や
個
々
の
相
談
に
専
門
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
応
え
ま
す
。

問
産
業
振
興
課
!
７３
・
０
０
８
９

市
で
は
、
戦
没
者
を
追
悼
し
、
平

和
を
祈
念
す
る
式
典
を
行
い
ま
す
。

日
時
…
１１
月
２８
日
（
火
）
１０
時
〜

場
所
…
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
３

階
大
ホ
ー
ル

※
市
遺
族
会
会
員
以

外
の
ご
遺
族
が
、
参
列
を
希
望
す
る

場
合
は
、
１１
月
１３
日
（
月
）
ま
で
に

福
祉
課
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課
!
７３
・
０
０
９
６

若
者
の
就
業
を
支
援

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
ち
ば
出
張
版

戦
没
者
追
悼
式

１３


